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第３章 読書環境の推進に関する具体的な取組 

第１節 子どもの読書活動を取り巻く状況 

 １ 子どもの読書活動を取り巻く情勢の変化 

  ⑴ 学校図書館法の改正等 

    平成 26 年６月に「学校図書館法」の改正により、学校司書の法制化がなさ

れ、各学校へ学校司書の配置が推進されました。また、平成 29 年４月に、 

学校図書館における計画的な図書の更新、学校図書館への新聞配備、学校司書 

の配置充実について盛り込んだ「学校図書館図書整備等５ヶ年計画」が策定さ 

れました。 

 

  ⑵ 学習指導要領の改訂等 

    平成 29 年３月に「幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要

領、小学校及び中学校学習指導要領」、「保育所保育指針」が公示され、平成

30 年３月には「高等学校学習指導要領」が公示されました。 

    小学校、中学校及び高等学校の新学習指導要領の総則においては、学校図書

館の活用を図り、児童生徒の主体的、対話的で深い学びの実現に向けた、授業

改善に生かすとともに、児童生徒の自主的、自発的な読書活動を充実すること。

また、地域の図書館等の活用を図り、資料を活用した情報収集や鑑賞等の学習

活動を充実することが盛り込まれました。 

 

  ⑶ 読書バリアフリー法※４の公布・施行 

    令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施

行により、国や自治体に視覚障害者等の読書環境を整備する責務が定められ、

公立図書館や学校図書館でも、視覚障害者、発達障害者、肢体不自由などの障

害のある人を含め全ての人が読書しやすい点字図書・拡大図書・電子図書等の

充実と円滑な利用のための普及について提示されました。 

 

  ⑷ 情報通信手段の普及・多様化 

    近年の情報通信手段の普及に伴い、スマートフォンやタブレット端末等を活

用したＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等のコミュニケー

ションツールが多様化しているなど、近年の特徴として見られます。 

 

 

 

※４ 読書バリアフリー法：障害の有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けら

れるようにするための法律 
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第２節 推進目標及び推進項目の具体的な取組 
 

 推進目標１ 

  読書の楽しさを知り、自主的に読書活動に取り組む子どもを育てます。 

 ０歳～１８歳の図書館年齢別貸出冊数は、子どもの減少に比例し、利用冊数が

減少しており、さらに、コロナ禍によって図書館の休館日が増加したことから、

利用者も図書館離れとなっています。加えて、子育て支援事業の図書館職員の派

遣中止や、子どもが参加できる事業も減少するなど、読書の楽しさを知る機会が

減ることとなりました。 

 今回のアンケート結果から、読書が好きな割合が小学生３８％、中学生６８％、

高校生５１％となり、小学生は前回調査よりも２１％減少し、読書離れが顕著に

現れています。 

 この結果を踏まえ、幼少期から読書に親しみ、子どもが身近に本と出合える環

境が必要なことから、関係機関と地域、家庭と連携し読書の大切さ等についての

取組に努める必要があります。 

 

 〔推進項目１〕 

  ◆ 発達段階に応じた読書活動の働きかけ 

    子どもは、読書を通じて、読解力や想像力、思考力、表現力等を養うととも

に、多くの基礎知識を得たり、多様な文化を理解できるようになります。生涯

にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を身に付けるために、乳幼児期か

ら読書活動が重要であることを踏まえつつ、発達段階に応じた特徴を考慮した

効果的な取組を実施します。 

    また、子どもが、主体的に読書に親しむきっかけづくりを推進し、読書への

関心が高まるよう努めます。 

 

  ⑴ 乳幼児期（０歳～６歳）の方策 「本に出合う」 

    乳児期は心身の成長の上で大切な時期です。親をはじめ、まわりの大人たち

が愛情をもって語りかけることが、子どもの情緒を安定させ絆を深めます。ふ

れあいの中で一緒に本に親しんだり、読み聞かせを通じて、心楽しい体験を

日々重ねていくことで本に親しむきっかけができます。幼児期は、言葉が豊か

になり、絵本の世界を想像して楽しむことができるようになってきます。また、

家庭から保育園・認定こども園へと一日を過ごす生活の場が変化し、園での遊

びや体験、また集団での読み聞かせなどにより、文字や言葉に興味を持つよう

になり、自分で本を読むことへとつながっていく時期です。このことから、乳

幼児期から読書活動が重要であることを踏まえ、子どもの発達段階に応じた特

徴を考慮した効果的な取組を実施します。 
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  ⑵ 小学生期（６歳～１２歳）の方策 「本に親しむ」 

    小学生になると、文字が読めるようになり、読書の世界が一気に広がります。

色々な分野に興味を持ち、自ら本を選ぶようになります。環境や心の成長の度

合いで、読書力に大きな違いが出る時期でもあります。いつでも本を読める環

境があり、読みたい本を手軽に手に入れられるようになることで本に親しむこ

とができ、読書の楽しみを知り、読書習慣を身に付けるようになります。その

ためにも、子どもたちが多くの時間を過ごす学校は、読書習慣を育む場所とし

て重要となることから、図書館と連携し読書環境の整備に努めます。 

 

  ⑶ 中学生期（１２歳～１５歳）の方策 「本から学ぶ」 

    中学生になると、本を読む子と読まない子に分かれ、本離れが始まります。

この時期は、様々な事に興味や関心を持ち、色々な事を吸収する柔軟さがあり

ます。良い本に出合い、読書が習慣になると大きく成長することができます。

そのために子どもたちの関心に合わせた読書環境の整備に努めます。 

 

  ⑷ 高校生期（１５歳～１８歳）の方策 「本と生きる」 

    勉強や部活動等により、ますます忙しく自由な時間が少なくなり、本離れが

進みます。しかし、視野が広がり、興味や関心が多岐にわたることから、この

時期に多くの本を読むことは、人間としての在り方や生き方を考えることにつ

ながります。 

    また、自らの生き方について考え、学び続けていく上で大きな力になるため、

さまざまな本の出会いの提供や興味や関心を考慮した本の充実と情報発信に

努めます。 

 

   【具体的な取組】 

対 象 取組・実施事業 本計画 

乳幼児期の

方策 

ブックスタート※５、絵本の紹介 拡充 

読み聞かせや語りかけの推進 継続 

年齢に応じたおすすめ本の紹介 継続 

小学生期の

方策 

ブックトーク※６の取組の推進 継続 

朝読、家読※７の推進 継続 

調べ学習での図書館の利用 継続 

学校図書館の利用促進と整備の支援 継続 

中学生期の

方策 

朝の読書タイムの推進 継続 

貸出文庫※８や学級文庫※９の利用推進 継続 

職場体験の受入れ 継続 

高校生期の

方策 

インターンシップの受入れ 継続 

ヤングアダルト※１０向けの図書の充実 継続 
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※５ ブックスタート：生まれてきた赤ちゃんに絵本を贈り、その絵本を通じて、親子の心がふれあうひとと

きを持つきっかけをつくる取組 

※６ ブックトーク：テーマに合わせ、何冊かの本を複数の聞き手に紹介すること その目的は、「本の面白さ

を伝える」、「その本を読んでみたいという気持ちを引き出す」こと 

※７ 家読（うちどく）：家族で本を読んでコミュニケーションを取り、家族の絆を深めることを目的とした読

書活動 

※８ 貸出文庫：学校や施設などに、定期的に複数冊の本を貸出する事業 

※９ 学級文庫：クラス単位で、複数冊の本を貸出する事業 

※１０ ヤングアダルト：発達心理学で「成人期前期」のことを指し、「公共図書館におけるヤングアダルト（青

少年）サービス実態報告」（日本図書館協会・１９９２）では、13歳から 18歳（中

学生から高校生の学齢）の利用者と規定されている 

 

 〔推進項目２〕 

  ◆ 支援を必要とする子どもたちへの読書活動の働きかけ 

    特別な支援を必要とする子どもには、視聴覚障害だけでなく、集中して本を

読むことが難しい子や学校や図書館に来ることが難しい子、文字を文字として

認識することが難しい子など、読書をする上で支援や配慮が必要な子どもが含

まれます。 

    読書バリアフリー法の施行を受けて、障害に配慮した資料のほか、様々な読

書を支援するグッズも増えました。さわれる絵本や点字資料だけでなく、 

ＬＬブック※１１などを積極的に収集し、その整備に努めます。 
 

   【具体的な取組】 

対 象 取組・実施事業 本計画 

読書環境の

整備 

ユニバーサルデザインの導入 新規 

点字図書等のコーナーの設置 新規 

 

 〔推進項目３〕 

  ◆ 家庭や地域との連携における読書活動の働きかけ 

    家庭で本を読んでもらった経験があり、家庭に本がある環境は、読書好きの

子どもを育む割合が高いと言われており、家庭は日常生活を通じて子どもが読

書習慣を形成していく上で重要な役割を担っています。同様に、地域において

も、子どもが身近に本と出合える環境が必要となります。 

    このことから、子どもの読書活動の推進において、親の興味や関心が重要な

働きをもつことから、図書館や学校・保育園・認定こども園等を通じて、読書

活動の意義と重要性について、保護者に働きかけるため、他の機関や地域と連

携・協力し読書の大切さ等について理解を得られるよう努めます。 

 

 

※１１ ＬＬブック：日本語が得意でない方や知的障がいのかる方をはじめとした一般的な情報提供では理解

が難しい様々な方など誰もが読書を楽しめるように工夫して作られた「やさしく読みや

すい本」 
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   【具体的な取組】 

対 象 取組・実施事業 本計画 

家読の推進 保護者による読み聞かせや語りかけ 継続 

図書館の利用 継続 

保護者やボラン

ティアの協力 

ＰＴＡの読み聞かせの実施 継続 

読み聞かせボランティアの育成 継続 

家庭と図書館と

の連携 

「家読」に関する情報提供と啓発の推進 継続 

「家読」のおすすめ本の紹介 継続 

 

 推進目標２ 

  あらゆる機会とあらゆる場所において読書ができる環境をつくります。 

 「親しまれる図書館」を目指し、さまざまな事業を実施しながら読書活動の

普及に努めていましたが、今回のアンケート結果から、図書館へ行く割合が小

学生４０％、中学生５２％、高校生２２％、幼児の保護者が２８％となり、小

学生は前回調査よりも１４％、中学生は１０％減少した結果となりました。 

 また、学校図書館へ行く割合は小学生２６％、中学生５７％、高校生１８％、

小学生は前回調査よりも４５％、中学生は２２％減少し、図書館や学校図書館

離れが顕著に現れています。 

 さらに、図書館への要望では、保育園・認定こども園の保護者からは、騒い

だら困るので小さい子を連れて来館することに抵抗があるとの記述が見られま

した。今後は、親子や各世代の居場所としての図書館づくりを実現するため、

赤ちゃん＆キッズタイムの構築や、それに対応した図書館の整備が必要と考え

ます。 

 図書資料と視聴覚資料の整備については、この５年間児童書の貸出冊数は減

少傾向にあるものの、１回の貸出冊数は５年前の一人当４.７冊から令和４年度

は７.４冊と年々増加傾向にあります。より多くの子どもたちがたくさんの本と

出会い、コロナ禍に対応した安全な図書館サービスの一層の充実を図りながら、

子どもの読書活動を推進していくことが大切です。 

 学校図書館は、主体的な学習活動を支える情報を提供し、子どもたちの自由

な読書活動を推進する重要な役割を担っています。また、学校においての読書

は、子どもの豊かな人間形成を促し、自ら学習に取組、知識を得る大切な手段

です。 

 今後も、本の貸出の継続や、各学校の要望に対しきめ細かく対応していくこ

とが必要と考えます。併せて、図書館見学や職場体験・インターンシップの受

け入れなど、学校図書館担当者との情報交流に努め学校との連携・協力をより

一層深めていくことが必要です。 



１３ 

 〔推進項目１〕 

  ◆ 図書館による読書環境の充実・強化 

    子どもにとって図書館は、読みたい本を自由に選び、読書の楽しさを知るこ

とができる場所です。また、保護者にとっても、子どもに読ませたい本を選ん

だり、子どもの読書について司書等に相談することができる場所です。 

    図書館は、子どもたちが読書に興味を持ち、読書を楽しいものとして認識し、

読書習慣を身につけられるよう取組ます。 

    また、図書館だけでなく、保育園・認定子ども園・学校と連携し、子どもの

身近な場所で本に触れる機会の充実を図るための支援や、地域における読書活

動を推進する上で、中心的な役割を果たすよう努めます。 
 
   【具体的な取組】 

対 象 取組・実施事業 本計画 

本にふれあう

機会の充実 

関係機関による読書の必要性の啓発・周知 継続 

おすすめ本の紹介 継続 

読書環境の整

備 

利用者ニーズにあった資料の選書や収集 継続 

保育園・認定こども園・小学校・中学校への図書貸出

や推薦図書の紹介 

継続 

図書館サービ

スの多様化と

利便性の向上 

インターネット予約サービスの周知と利用促進 継続 

小中学生のタブレット端末を活用した図書館からの情

報ツールの活用 

新規 

 

 〔推進項目２〕 

  ◆ 学校図書館の環境整備 

    学校は、読書への興味を起こさせ、本の世界への道案内をする上で、とても

大きな役割を担っています。学校の図書館は子どもにとって身近なものであり、

自由に読書を楽しみ、読書の習慣を育んでいく場所であり、継続的に読書活動

を推進していくことが求められています。このことから、学校は、学校図書館

を計画的に整備し、その機能の充実を図るとともに、発達段階に合わせ、子ど

もの自主的、意欲的な読書活動を支援し、読書好きな児童生徒が増えるよう取

組を進めるとともに、読書を通じて、生涯学習につながる「生きる力」を育む

ことから、学校図書館の整備充実を図るための取組を推進します。 
 

   【具体的な取組】 

対 象 取組・実施事業 本計画 

学校と図

書館との

連携 

学校司書教諭等との連携による学校図書館の活性化支援 新規 

ブックトークの取組の推進 継続 

調べ学習の支援強化 継続 

学校での

読書環境

の整備 

発達段階に応じた本との出会いの支援 継続 

推薦図書を子どもに伝える取組 継続 



１４ 

 〔推進項目３〕 

  ◆ 子どもに関係する全ての関係機関の環境整備 

    子どもに関係する関係機関、ボランティア団体等が連携・協力し、多様な経

験を有する地域の人材を有効に活用しながら、子どもの読書活動の推進を図り

ます。 

    また、学校・家庭・地域社会がそれぞれ適切な役割分担を果たしながら相互

に連携して読書活動を行う必要があります。 

    こうした、地域の施設や団体がその特性を生かし、子どもの読書環境の整備

に努めるとともに、図書館が中心となり、互いに協力することで、社会全体で、

子どもの主体的な読書活動をより一層支援していきます。 

 

   【具体的な取組】 

対 象 取組・実施事業 本計画 

保育園・認定

こども園での

取組 

絵本の楽しさを実感させる取組 継続 

家庭での読み聞かせが根付くよう保護者への働き

かけ 

新規 

家庭での取組 「家読」の推進 継続 

読書の重要性について子どもへの働きかけ 継続 

学校での取組 学校図書館の活用推進 継続 

読書の重要性について子ども達への働きかけ 継続 

児童生徒の読書意欲の向上と読書の楽しさを実感

する取組 

継続 

図書館での取

組 

読書手帳※１２の利用拡大の推進 継続 

ブックスタートの拡充 拡充 

ブックトークの推進 継続 

貸出資料の充実 継続 

来館したくなる図書館の環境づくり 継続 

年代別のおすすめ本リストの作成 継続 

読書の重要性について保護者への働きかけ 拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１２ 読書手帳：読んだ本の記録を残す手帳。貸出中の本をシールに印字して、貼ることができる 

平成２７年９月に導入 


